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富士見市監査委員告示第２号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第５項の規定に基づき令和 

６年度随時監査を実施したので、その結果に関する報告を同条第９項の規定により、別紙

のとおり公表する。 
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随時監査結果報告書 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富士見市監査委員 



 

令 和 ６ 年 度 随 時 監 査 結 果 報 告 書 

 

本随時監査（以下「監査」という。）は、富士見市監査委員監査基準（令和２年監査

告示第３号）に準拠している。 

  

１ 監査の対象 

令和５年度（以下「前年度」という。）の定例監査対象課所のうち、次の２課を監査

対象課に選定した。 

（１） 協働推進部 協働推進課 

（２） 健康福祉部 高齢者福祉課 

 

２ 監査の着眼点及び主な実施内容 

  前年度の定例監査の結果、検出された事項について、その改善等措置状況の確認を行

い、又必要に応じて質問を行い、関係職員から説明を聴取した。 

 

３ 監査の日程及び実施場所 

 日  程 令和７年１月２７日（月） 

実施場所 第四会議室（監査委員事務局内）、市立水谷第３集会所 

 

４ 監査の結果 

  監査の結果、対象課所において、事務改善等の措置が図られ、施設においては適正に

管理されていた。 

  富士見市立集会所使用料の免除の決定において、一部で公平性を欠く決定がされてい

たことが確認された。 

 

まとめ（意見） 

監査の結果については、以上記述したとおりである。 

今後においても、利用者の公平性を担保し快適に利用できるよう、適正な管理に務め

ていただくよう要望する。 

以上、令和６年度随時監査結果報告とさせていただく。 


